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中部横断自動車道（長坂～八千穂）の建設計

画が動き出したのは 2010 年 12 月のことで

す。国交省の関東地方小委員会が開催され、そ

こで国交省から 3 キロ幅のルート帯案が示さ

れ北部区間の長坂～八千穂の計画段階評価が

始まりました。それ以来 12 年間が経過しまし

たが、その間に住民等の指摘によりこの建設

計画には重大な問題がありその手続きにも甚

大な瑕疵があることが様々な事実に基づいて

明らかになりました。にもかかわらず国交省

は建設計画の見直しと手続きのやり直しをか

たくなに拒否し、「建設ありき」で建設計画を強

行していますが、それはこの地域と住民等へ

対し何をもたらすことになるのでしょうか。

この建設計画が発表された時、住民等が最

も危惧したのは高速道路を八ヶ岳南麓に建設

する問題点です。八ヶ岳南麓は日本でも他に

例を見ないような豊かな自然、生活環境等に

恵まれた地域で、住民等はその自然の恵みを

受けながら生活を

送っています。そ

れが高速道路建設

により甚大な被害

を受けることにな

るため、住民等は

八ヶ岳南麓での高

速道路建設に反対

し、国交省の主張

する高速道路網の

ミッシングリンク

の解消は国道 141

号の改良・改修で

行うよう要求しました。

住民等の強い反対と要請を受け

て、国交省は高速道路は八ヶ岳南麓

を通らないルートにすると住民等

に説明しました。しかしその説明が

「八ヶ岳南麓を横断する高速道路はいらない！ 国道 141号線の改良・改修を！」
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全くの嘘であったことは、その後の 1 キロ幅

の新ルート帯案の発表で明らかとなりました。

国交省は当初案の通り再度八ヶ岳南麓を通る

1 キロ幅の新ルート案を住民等に提示し、計画

を強行する姿勢を示したのです。八ヶ岳南麓

の自然と景観、生活環境等の破壊、これが中部

横断自動車道の第一の問題です。

公共事業の一環として中部横断自動車道の

建設計画は進められています。しかしこれま

での建設計画を進める過程で国交省が行って

きたことは、中部横断自動車道にとどまらな

い日本の「公共事業」の在り方を厳しく問うも

のとなっています。

八ヶ岳南麓には中央自動車道を始めとして

国道 20 号甲州街道、国道 141 号や様々な県・

市道、広域農道が網の目のように走っており、

これまでの様々な議論、指摘の結果この地域

に巨額の費用をかけて新たな高速道路を建設

する必要性がないことが明らかにされていま

す。それでも国交省は建設計画を進める姿勢

を変えようとはしません。

中部横断自動車道は 1987 年 6 月に四全総

の高規格道路網の一環として閣議決定されま

した。そこでは中央自動車道長坂 IC から上信

越道佐久 JCT までとされ、2010 年に国交省

が発表したルート帯案はそれを検証・再考す

ることなくそのまま踏襲するものでした。し

かし四全総での計画は、どのような理由で長

坂 ICを分岐点としたのか不明であるだけでな

く、現地の複雑な状況を踏まえたルート帯の

設定とは到底言えないものです。また、決定に

当たり地域住民等の意向が反映されたもので

もないことも重大な瑕疵と言えます。

国交省はこの四全総の決定を金科玉条のよ

うにして、現地の状況も踏まえずに建設計画

を進めようとしていますが、近年、道路や施設

のインフラの老朽化が進みその保全・補修が

喫緊の課題となっている現在の社会状況の中

で、不要不急の事業である中部横断自動車道

（山梨県側）の建設より先に優先して行わな

ければならない様々な事業があることは明ら

かです。

公共事業を進めるにあたり、この中部横断

自動車道のようにいったん計画が決定される

と後は社会の直面する状況や現地の状況、住

民等の意見等を踏まえた検討・見直しなどは

一切行わず、ただひたすら建設のための手続

きを進めるだけでは、国民にとって真に公共

に値する事業とは言えないということを強く

指摘しておかなくてはなりません。

国交省はこれまで住民等による計画の見直

しの要求を、自分たちは決められた手続きを

踏んで適正に進めているとしてことごとく無

視してきました。その姿勢は「黙って従え」と

言わんばかりの横柄なものです。そのことは

国交省の担当者が住民等の様々な指摘に対し

て決まり文句のように「ご意見として承りま

した」と返答し、住民等の意見には聞く耳を持

たない対応に終始していることにも見て取れ

ます。このような対応が、「公共事業」の名前

に値するものなのかどうかは大変疑問で、全

国各地で住民等との紛争を引き起こしている

一因となっているのは蓋し必然のことです。

実際、国交省は住民等からする建設計画や

環境影響評価等への質問・疑問にまともに返

答することをせず、ただ「手続きを踏んだ」と

してその中身を棚上げし、住民等へ真摯に対

応しようとしない状況は相変わらずです。

住民等の理解、協力を得ることが出来ずに

建設計画を強行しようとしても、高速道路の

完成までには多くの時間を費やし、巨額の税

金を投入することは避けられません。山梨県

の担当者は「（中部横断自動車道の完成まで）

あと 20 年かかる」と投げやり的に発言するま

でに至っているのです。

中部横断自動車道建設は公共事業の

在り方を問う

住民無視の公共事業は何をもたらすのか
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公共事業は当初決定された時点の計画をそ

のまま進めるだけでは時代の変化と国民のニ

ーズに応えられなくなり、硬直と停滞をまぬ

がれなくなるのはこれまでの様々な事案で明

らかにされています。社会情勢と地域の状況

に対応した不断の見直しこそが必要なことを、

環境影響評価の現状

国交省甲府河川国道事務所は現在、山梨県の

協力要請を受けて「（仮称）韮崎都市計画道路

1・4・1 号 双葉・韮崎・清里幹線」（中部横

断自動車道）の環境影響評価の現地調査を行

っています。環境影響評価の現地調査の手法、

調査地点については甲府河川国道事務所が

2021 年 10 月に作成した「中部横断自動車道

（長坂～八千穂）現地調査について（山梨県区

間）」の資料に詳細に記載されています。

それらの現地調査はすべて右の表のコンサ

ルタント会社に委託して行っており、現地調

査は2022年12月末までの期間で実施される

予定です。2023 年早々にも報告書が出される

ものと予想されますので、どのような調査が

行われているのかきちんと点検する必要があ

ります。

11/3 国交省へ環境影響

評価現地調査手法に対し

て質問書を送付

甲府河川国道事務所は 2021 年

10 月に環境影響評価の現地調査

の手法をまとめ、建設計画関係地

域の住民等や北杜市関係所管にも

知らせずいつの間にかホームペー

ジに掲載していました。沿線住民

の会ではそのことに抗議するとと

もに資料を検討し、2022 年 11 月

3 日に環境影響評価の手続きを進

めている山梨県・長崎幸太郎知事

業務内容 委託先 期間

水質・水象・
地下水・地
形・地質

応用地質
2020.7
～
2021.3

これ以降
は建設環
境 研 究
所・長大
設 計 が
2022.12
まで引き
継ぐ

動植物の現

地調査

建設環境
研究所・
長大設計
共同体

2020.8
～
2022.12

関係・協議

用資料作成

大日本コ
ンサルタ
ント

2020.7
～
2022.12

中部横断自動車道の建設計画のこの 12 年の

歴史が示していると言えるのではないでしょ

うか。中部横断自動車道の建設計画が八ヶ岳

南麓地域の状況に合わないのはこれまでの

様々な議論、科学的な考察の中で明らかで、

国交省には 35 年も前に決定された建設計画

にしがみつくことなく時代に適応した、地域

にもっとも適した計画に早急に見直すことが

求められているのです。

その時代と地域の状況に応じた建設

計画の見直しが求められている
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と国交省・丹羽克彦道路局長、関東地方整備

局・松本健道路部長、甲府河川国道事務所・留

守洋平所長に対してその主要な問題点を指摘

する質問書を送付しました。

質問書では以下の問題点について質しました。

１．大気質について

排気ガスの影響が多い、または排気ガスが

滞留すると予想される地点が調査箇所とし

て除外されていることや大気質の予測方法に

ついて

２．水象（地下水）について

北杜市長坂町のインターチェンジ付近から

高根町堤地区の間は八ヶ岳南麓を横断する

ルートでありながら、高速道路建設による地

下水への影響を調査していない理由について

３．地形・地質について

北杜市側の須玉地区・海岸寺等のトンネル

工事が行われるとされている地域における

地形・地質等の調査状況、湧水等の状況や影響

について

４．環境影響評価の手続きについて

2019 年 12 月 18 日の山梨県環境影響評価

等技術審議会における専門家からの指摘につ

いて改めて質すとともに、調査計画や実際の

現地調査（調査地点）等について住民等への情

報提供や説明の機会が設けられていないまま

手続きが行われていることについて

甲府河川国道事務所が環境影響評価の現地

調査を形ばかりで済まそうとしていることは

この現地調査の手法の資料からも明らかで、

これを容認する国交省本省の道路局企画課、

関東地方整備局道路計画第一課の責任も重大

です。その結果、八ヶ岳南麓における自然環境

や景観・眺望を損ね、そこに息づく動植物生態

系を根こそぎ壊し、水系・湧水やその恩恵を受

けている住民等の生活、農業などの営みにも

甚大で複合的な被害がもたらされるのは明ら

かです。

沿線住民の会では今後も環境影響評価への

追加質問を行い、高速道路建設によりどのよ

うな影響が生じるのかを引き続き調査・検証

しながら問題のある環境影響評価の現地調査

と手続きを中止するよう働きかけ、八ヶ岳南

麓での高速道路建設計画ではなく国道 141 号

の改良・整備、現道活用を求めていきます。

中部横断自動車道の

  都市計画とは

長崎幸太郎山梨県知事は、就任直後の 2019

年 5 月に突然都市計画を持ち出し、都市計画

決定権者として中部横断自動車道の環境影響

評価の手続きを事業者の国交省に代わって行

うと表明しました。そしてその手続きと並行

して都市計画の手続きも行うとしていますが、

山梨県は現在に至ってもその都市計画の素案

や詳細を住民等に明らかにしていません。

環境影響評価の現地調査は、山梨県が環境

影響評価法により国交省に協力要請し事業者

である国交省が行っています。その調査結果

を検討し、都市計画を踏まえた都市計画道路

のルートを決定するのは山梨県の筈であり、

都市計画決定を行おうとする山梨県が都市計

画の素案を住民に示すことが出来ないという

のはおかしなことです。

山梨県は住民の質問に「ルートが決まらな

ければ都市計画の素案は作れない」などと回

答していますが、本末転倒ではないでしょう

か。都市計画に基づいて「（仮称）韮崎都市計

画道路 1・4・1 号 双葉・韮崎・清里幹線」

（中部横断自動車道）をその道路施設として

都市計画決定しようとしている以上、まず都

市計画の素案を住民等に提示することが先で

す。

都市計画の素案を提示しない山梨県
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現在山梨県はルートの決定や都

市計画そのものの作成、説明会の開

催までの都市計画に関係する一切

の業務を国交省に丸投げしている

ことが明らかとなりました。国交省

は 2021 年 3 月に、都市計画に関し

「R３峡北地域道路整備計画検討

業務」としてパシフィックコンサル

タンツ（株）に 5280 万円の金額で

業務委託していたのです。

その内容は、

1．道路設計 ①道路設計 道路予

備設計 ②立体交差設計 IC 予備修正設計

JCT 予備修正設計（ルート・道路構造に係るも

の）

２．都市計画決定資料の作成 ①都市計画決

定資料の作成 ②都市計画決定説明会の資料

作成・運営補助

というものです。

都市計画決定権者として中部横断自動車道

を都市計画決定すると表明した山梨県は、そ

の都市計画を国交省に作ってもらい、それを

あたかも自分たちが作ったことにして住民に

提示・説明しようとしているのです。これは住

民への真摯な姿勢を欠いた、行政として全く

無責任な対応に他なりません。初めから都市

計画を作る意思もなかったのに、都市計画を

持ち出してきたことの裏には山梨県の介入を

容易にさせるための思惑が見え隠れしている

と言えます。

国交省「山梨県の協力依頼で行っている」

中部横断自動車道の都市計画を山梨県に代

わって行っていることについて、甲府河川国

道事務所の奥瀬晃保全対策官は「山梨県から

の協力依頼で行っている」と説明しています。

しかし都市計画法には都市計画決定権者の都

道府県知事が事業者へ都市計画に関する協力

を依頼できるとする条文はなく、甲府河川国

道事務所が現在行っている都市計画の作成は

法律に基づいていないものです。

きちんとした法律の裏付けによらず、協力

依頼があったからとして 5280 万円もの費用

を国民の税金から支出することは国の機関と

して非常に問題です。甲府河川国道事務所と

山梨県の協議に基づいたものかもしれません

が、これまで長年のもたれあいの関係が表れ

たもの以外でないことは明らかでしょう。

ストップ・リニア！訴訟

23年春に東京地裁で判決
第 24・25 回口頭弁論行われる
10 月 17 日東京地裁でストップ・リニア！

訴訟第 24 回口頭弁論が行われ、証人尋問で小

泉氏、松島氏、天野氏が証言しました。

小泉武栄氏（東京学芸大学名誉教授、自然地

理学・地生学）は南アルプスで北岳や赤石岳を

主要に調査してきた専門家です。南アルプス

の脆さや断層の存在、活発な変動など危険な

要素が多くあり、それでも工事を強行するこ

とに全く理解できないと証言しました。

松島信幸氏（理学博士・地質学）はＪＲ東海

都市計画は国交省がつくる？
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は断層を「最短で通過する」と言うが、阿寺断

層、伊那谷活断層帯、飯田・松川断層、小渋川

断層では斜行せざるを得ず（直交できず）、危

険性が増す。ＪＲ東海はこのことについて何

らの対策も持たず、問題を考慮すればリニア

計画など問題外と言わざるを得ないと証言し

ました。

天野捷一氏（リニア新幹線沿線住民ネット

ワーク共同代表）は「10 年間リニア事業と工

事の問題点を学習しながら市民に知らせる活

動を行ってきた。住民の意見を無視して本来

の環境アセスを単なる手続きと捉えリニア事

業を推進する JR 東海の姿勢は看過できず、工

事は即刻中止すべきである」と証言しました。

報告集会は参議員議員会館で開催され、川

村原告団長、関島弁護士・横山弁護士・半田弁

護士から裁判の報告、また日本共産党の山添

拓参議院議員、本村伸子衆議院議員の挨拶が

ありました。

11 月 7 日の第 25 回口頭弁論では、原告側

の証人尋問が行われました。リニア新幹線の

沿線住民から東京・三木一彦氏、山梨・奥脇隆

樹氏、静岡・林克氏、長野・大坪勇氏、愛知、

岐阜・大沼淳一氏、愛知・花田英夫氏がリニア

新幹線の建設で様々な問題があることを証言

しました。

衆議院議員会館で開催された報告集会では、

川村原告団長と関島弁護団共同代表から証人

尋問についての感想と今後の進め方などにつ

いての発言があり、最後に福島瑞穂参議院議

員（社民党）、山崎誠衆議院議員（立憲民主党）

からの挨拶がありました。

次回裁判は 2023年 2月 3日最終弁論です。

11 月 24 日東京高裁でストップ・リニア！

訴訟控訴審第２回口頭弁論が行われました。

当日は相模原市の原告の代わりに代理人弁護

士がリニア残土を処分する新戸、大洞の処分

場が盛り土による土砂崩れの危険性があるこ

と等を陳述しました。

裁判後、衆議院第一議員会館で報告集会が

開催され、川村原告団長の挨拶、相模原の住民

団体から現地報告がありました。

国交省は要請書及び質問

書に対する書面回答が出

来ない！
  9月12日に沿線住民の会が行った国交省

本省道路局への要請に対する書面回答が、9 月

30日の提出期限を過ぎても未だに提出されて

いません。要請事項と要請時のやりとりは沿

線住民の会のニュース№62．10 月号で報告し

た通りです。要請当日も国交省はひとつひと

つの質問に対して妥当性・正当性のある回答

や説明は一切できませんでした。それから3ヶ

月を過ぎようとしていますが書面回答が出来

ないのです。

道路局企画課担当者の野村文彦課長補佐に

再三提出するよう求めていますが、野村課長

補佐は要請当日に同席した関東地方整備局道

路部道路計画第一課の洲永美秋課長補佐と連

絡を取り合い書面回答の内容を検討している

と答えるばかりです。両担当者には、今回は当

時の甲府河川国道事務所の担当者と住民等と

のやりとりに関する「録音」を聴いたことを踏

まえた回答でなければならず、これまでのお

ざなりの回答では済まされないと強く伝えて

います。

9 月 12 日の要請では、建設計画地の一キロ

幅新ルート帯案等について審議した 2012 年

10月4日国交省関東地方小委員会が開催され

リニア訴訟控訴審第２回口頭弁論
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る直前の 9 月下旬から 10 月初旬にかけて、甲

府河川国道事務所の当時の担当者の小林達徳

事業対策官（現在茨城県桜川市副市長に出向）

と宮坂広志計画課長（現在川崎国道事務所長）

が八ヶ岳南麓の３キロ幅ルート帯に関係する

4 つの住民団体、別荘所有者団体に対して、そ

れまでの 3 キロ幅ルート帯を白紙撤回とする

こと、次は川俣川の西側のところを通過しな

い、八ヶ岳南麓は通らないルートを想定して

いると説明し同意を取り付けた面談の「録音」

を聴かせながら、その事実を突きつけたこと

によって国交省はこれまで以上に重大な事態

に立たされたと言えます。本省道路局企画課、

関東地方整備局道路部道路計画第一課の担当

者は「録音」を聴いてしまったからには、従来

からの曖昧でおざなりの回答内容では、説明

がつかなくなっているのです。

さらに 2012 年 11 月 21 日の第 1 回のワー

キンググループ開催の直前に甲府河川国道事

務所において住民等へ 1 キロ幅新ルート帯案

を示す資料を見せて説明を行った事実を指摘

し、関東地方小委員会及びワーキンググルー

プの議論、審議を経ない前であるにもかかわ

らずこのようなことを行ったことについて重

大な問題であるとして第三者機関を設置し当

時の関係職員、関係者等へのヒアリング、調査

の実施と報告を求めました。そのことについ

て未だに書面回答が出来ないのです。

環境影響評価現地調査の質問書にも

書面回答できず！

沿線住民の会では現在、甲府河川国道事務

所が行っている環境影響評価の現地調査につ

いて 11 月 3 日に「（仮称）韮崎都市計画道路

1・4・1 号 双葉・韮崎・清里幹線の現地調査

に関する質問書」を長崎幸太郎山梨県知事と

国交省丹羽克彦道路局長、関東地方整備局松

本健道路部長、甲府河川国道事務所留守洋平

所長へ提出しました。その質問書についても

回答期限の 11 月 18 日を過ぎてまだ書面回答

がされていません。

今も建設計画地のルート関係図の改ざん問

題などの山積みの問題について正当な回答も

出来ず、的確な対処もできないまま環境影響

評価の現地調査と関連する手続きを強行して

いることに対して、私たちは今すぐ現地調査

と関連する手続きを中止するよう強く求め続

けています。

甲府河川国道事務所調査第二課の奥瀬晃保

全対策官と鈴木捷紀施策分析評価係長等に期

限がとっくに過ぎており早く回答を示すよう

求めると、現在、書面回答の内容を検討中です

と答えるばかりでした。道路局や関東地方整

備局に回答するよう働かけ、ようやく 12 月 5

日に甲府河川国道事務所は書面回答案を関東

地方整備局へ提出したとのことです。

今回の沿線住民の会からの環境影響評価の

現地調査に関する質問は、甲府河川国道事務

所が関係する地域の住民等に一切の情報提供

をしないため、2021 年 10 月に甲府河川国道

事務所が作成していた資料「現地調査につい

て（山梨県区間）」を点検し、調査項目・調査

すべき情報・調査の基本的な手法・調査地域・

調査地点・調査期間等・その関連地域図等を確

認しながら、質問事項をピックアップして質

問書としました。すでに 2020 年 10 月から開

始している現地調査に関する質問に対して、

なぜ速やかに正当性・合理性・妥当性のある回

答ができないのか、不思議でなりません。

再三の催促により 12 月 5 日にようやく関

東地方整備局へ書面回答案を送り、現在、関東

地方整備局道路部道路計画第一課の洲永課長

補佐等が内容確認を行っている状況です。現

地調査を委託しているコンサルタントも動員

して書面回答の内容にしくじりがあってはな

らないと、呆れるばかりの時間を費やしてい

るのが実態です。

速やかに国交省が行ってきた事実、誤りを

明らかにした書面回答を求めるものです。
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2022 年 北杜市の
  太陽光発電問題

北杜市には既に 2000 件を超える太陽光発

電設備が導入され、山林・農地・住宅地等、規

模や場所を問わず乱立が続いており、私たち

が日常目にする風景も徐々に変わってきまし

た。昨年６月に設立された“太陽光パネルの

乱立から里山を守る北杜連絡会”（里山連絡

会）では、北杜市長・担当課（まちづくり推進

課）・北杜市議との面談やチラシの配布、全国

再エネ問題連絡会とも連携し、国や地方自治

体における太陽光問題に関する最新の情報収

集も行っています。

そんな中 11 月 1 日、里山連絡会 HP にて、

これまで住民説明会で何度もトラブルを起こ

していた太陽光発電事業コンサルティング会

社「エヌエスイー」（東京都）が７月の住民説

明会で住民への乱暴な言動や北杜市議に暴力

を振るう様子を撮影した動画を公開したとこ

ろ、内閣府・経産省・政治家・有識者・マスコ

ミ等、SNS 上で情報が拡散、一夜にして全国

的な話題となり朝の情報番組等にも取り上げ

られました。

その結果、11 月下旬には甲府地検は事業者

の「エヌエスイー」の技術顧問の男性を暴行罪

で略式起訴、男性は甲府簡易裁判所の略式命

令を受けて罰金１０万円を支払い暴行罪が確

定しました。

これを受け 11 月 29 日定例記者会見で上

村英司市長は「･･･テレビ放送においては、

あたかも市が事業を進めているような印象や

誤解を招き、本市のイメージを崩すような報

道がなされたものであり、非常に遺憾であり

ます。当該の事業者に対しては、地域と適切

なコミュニケーションを図り地域の理解に努

めるよう指導してまいりましたが、理解を得

るべき市民に対し暴力をふるい、暴行事件と

なり罰金刑に処せられました。･･･市として

は条例の規定に則り、本事業については許可

しないこととし、この旨を昨日、事業者に通

知したところであります」と発言しました。

里山連絡会の住民は昨年から再三にわたり

同じ事業者が説明会で暴言を吐き、市の条例

ではだれでも参加可能と規定する説明会で一

部の住民を排除する等異常な状態が続いてい

ることを北杜市へ伝え続けていましたが、改

善されることはありませんでした。さらには

市長面談において「そんな事業者ばかりでは

ないでしょう」との市長発言もあり、どうした

ら北杜市で起こっている様々な問題を解決し

ていけるのか試行錯誤する中、HP に動画をア

ップすることにしたのです。

住民を守る太陽光条例が必要

今回の動画公開により「エヌエスイー」関

連の太陽光発電事業は許可されないとなりま

したが、これは問題の氷山の一角にすぎませ

ん。住民説明会を開催しない、開催しても必

要な資料を住民に示さない、提出された資料

の強度計算書や地質調査書の中身の検証がで

きる市職員が存在しない等、既存の北杜市の

太陽光条例では不十分です。悪質な太陽光発

電事業者を取り締まることができる太陽光条

例の強化を市民が一体となって求めていくこ

とが必要です

太陽光パネルに取り囲まれた住宅 生活と
人権が侵害され続けている（北杜市小淵沢）

太陽光事業者の住民への暴行・脅迫

が全国に報じられる


